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 日本赤十字社広島県支部等に寄せられた義援金の各市町への第５次配分額が，第５回 

平成３０年７月広島県豪雨災害義援金配分委員会にて決定されました。 

これを受け，第５回平成３０年７月呉市豪雨災害義援金配分委員会の開催に代えて，

６月２５日から２９日にかけて書面審議を行い，被災者への第５次配分額を決定（県の

配分基準と同様）しましたので，お知らせします。 

 

 

１ 対象区分と配分額 

  広島県から呉市への第５次配分額 81,810,000円 

  配分額は次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 申請手続 

既に見舞金や義援金等の申請を行っている方は，改めての申請手続は不要です。 

（これまでに申請手続を一切行っていない方のみ申請が必要となります。） 
 

３ 受付場所 

市役所３階（福祉保健課），各市民センター 
 

４ 周知方法 

ホームページ等 
 

５ その他 

義援金の第５次配分の支給は，７月中旬から順次行う予定です。 

 

 

平成 30年７月豪雨災害義援金の第５次配分について 

※１ 人的被害と住居被害の両方を受けた場合は，それぞれ配分します。 

※２ 一部損壊には，床上浸水を含みます。 

 

区分
総配分額

（Ｆ=Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ)

１次
（Ａ）

２次
（Ｂ）

３次
（Ｃ）

４次
（Ｄ）

５次(今回)
（Ｅ）

亡くなられた方 ２６０万円 ５万円 １７５万円 ５０万円 ２０万円 １０万円

重傷者 １３０万円 ５万円 ８５万円 ２５万円 １０万円 ５万円

住居全壊 ２６０万円 ５万円 １７５万円 ５０万円 ２０万円 １０万円

住居半壊 １３０万円 ５万円 ８５万円 ２５万円 １０万円 ５万円

一部損壊 ５２万円 ５万円 ３１万円 １０万円 ４万円 ２万円


